令和〇〇年（再）第〇〇号
再生手続開始申立事件

意　見　書

再生債務者　　〇〇〇〇〇株式会社

上記再生債務者に係る再生手続開始申立事件について，当職は以下のとおり意見を申し述べます。

令和〇〇年〇〇月〇日

監督委員　　弁護士　　印

○○地方裁判所
民事第○部合議〇係　御中

第１　再生計画の認可に関する意見
１　意見
(１)　本件再生計画について，履行可能性がないとはいえない。
(２)　民事再生法第174条第２項の再生計画不認可事由，及び同法第191条第２号の再生手続廃止事由はいずれも存在しないものと認められる。
第２　調査結果
１　再生債務者の概要
再生債務者は，ビル建設に関する業務等を目的として昭和〇〇年に設立された株式会社である。具体的には，ビル開発予定地の買収をなし，買収後の一団の土地上にビルを建設し，これを売却して売却益を得るという内容の事業を行ってきた。
上記事業は，その性質上投下資本の回収に数年を要することから，土地買収資金及びビル建設費を金融機関から借り入れる前提で計画されており，同社の令和〇年〇月期における貸借対照表上の数字は，資産が××××億円弱あるのに対し，借入金も××××億円に上っている。
上記事業は土地の値上がりを前提としたいわゆる土地神話のうえに成り立っていたため，バブルの崩壊が始まった令和〇年以降は，金融機関の融資停止により直ちに行き詰まることとなった。
また不動産市場の見通しを誤った結果，将来の土地の値上がりを期待したために不動産売却の時機を逸したことも起因して，その財務内容はますます悪化し，令和〇〇年〇月〇〇日，再生手続開始申立ての止むなきに至った。
２　再生手続開始決定時における再生債務者の財産
再生手続開始決定時における再生債務者の財産は，再生債務者作成にかかる財産評定書記載のとおりであるが，当職が調査を委嘱した公認会計士の調査報告書によれば，債権認否の結果をも勘案した再生債務者の実質的なバランスシートは，負債総額が元利合計約××××億円余であるのに対し，資産は処分価格約×××億円と見込まれる。なお，これら資産のほとんどは入担保物件である。
３　会計管理システムの信頼性
再生債務者の会計管理システムは，同社が商法特例法に基づく公認会計士監査を永年受けていることもあり，会計伝票，元帳及び証憑を調査した結果，信頼性があり帳簿の内容は正確であると認められる。
４　違反行為の有無
当職の調査によっても，再生債務者における本件申立前及び申立後の違法行為は存しないものと認められ，また役員の損害賠償責任についても存在しないものと認められる。
第３　再生計画案の検討
１　民事再生法第174条第２項の再生計画不認可事由，及び同法第191条第２号の再生手続廃止事由は，当職において調査するもいずれも認められなかった。
２　本件再生手続の問題点
上記のとおり再生債務者のバランスシートは債務超過が著しく，また債権のほとんどが別除権付債権であるとともに資産のほとんどが入担保物件であるため，会社の存続は難しく本来であれば破産手続による清算をも考慮すべき内容である。
しかしながら，第一に，再生債務者が経営するゴルフ場は，会員数〇〇〇名を擁し，預託金返還債務が×××億××××万円に上る。したがって本ゴルフ場の存続を前提に，社会的な混乱を避け，会員の保護を図る必要がある。
第二に，再生債務者の上記資産状況に鑑みると，破産廃止の可能性が大きいことから破産手続による一般債権者の保護は不可能であり，この見地から本再生計画を検討する必要がある。
第三に，物件処理の観点から別除権者の利益を検討する必要がある。
３　ゴルフ場の処理について
破産手続はもちろん，配当を前提とした再生手続においても，一般債権者たるゴルフ場の会員の保護はまったく図れず，会員権は無価値となることが必然である。
しかるところ，令和〇〇年〇〇月〇日，民事再生手続に則り，御庁において会員の利益を最大限保護する内容での同ゴルフ場に係る営業譲渡が許可されたため，この点に関する問題は解決し，本ゴルフ場の処理を除外した手続が可能となった。
４　再生債権者の保護について
破産手続に至った場合，配当原資はまったくといってよいほど期待できず，異時廃止の可能性が大きい。
本件再生計画案は，後記のとおり物件売却に再生債務者が協力することにより別除権者の利益を図るとともに，別除権者の協力によってその間賃料収入を得ることからわずかながらでも再生債権者に対する配当が可能となり，もって両者の利害調整が図られる内容となっており，再生債権者保護の見地からも最前の選択と認められる。
５　別除権者の利益について
別除権者にとって競売より任意売却の方が有利であることは当然であるが，再生債務者の所有する不動産は，権利関係が複雑で売却が困難な物件も多く見受けられる。したがって本件各物件の任意処分については再生債務者の関与と努力が必要であり，再生債務者の存続を前提として物件を処理した方が，売却価格の見地からも売却処理に要する時間が短縮される見地からも有利であると認められる。
６　再生計画履行の可能性
本再生計画における物件売却スケジュールは，各別除権者の理解と協力の元に策定されたものと認められ，他方配当までのその原資の確保は，従前の賃料収入の実績から算定されたものであって，その履行の可能性は高く，少なくともその履行可能性がないとはいえない。
７　結論
よって，第１記載のとおり意見を申述する。

